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　「はじめに――本書のねらい」において、著者

は本書を次のように位置付けている。「本書は、

戦後70年以上が経過した日本社会における地域

社会の変容、特に都市下層社会と言われてきた

被差別部落（同和地区）とスラム、「不法占拠地域」

という空間・場に焦点を当て、行政、社会運動、

地域社会（住民）の関係性を詳細かつ緻密にモ

ノグラフ化した社会学研究である」（p.6）。『住民

運動と行政権力のエスノグラフィ』というタイ

トルは、そうした位置づけから招かれていると

推察する。なお、本書が対象としている都市下

層社会とは具体的には、京都市における一般に

在日朝鮮人集住地域と考えられている「東九条

（地域）」（一部「不法占拠地域」と見なされたと

ころを含む「スラム」）と、崇仁地区（同和地区）

を指している。

　著者は、次のような問題意識をもちながら上

記のモノグラフを書いている。「都市下層社会に

おける人々の関係性は、行政、運動、生活といっ

た営みのなかで複雑に絡み合っている。しかし、

これまでの差別論や社会運動論が、このような

複雑な関係性を捉えることができたとは言い難

い」（p.4）

　本書全体を読了した評者としては、本書の帯

に記載されている「現代史」との定位が最もしっ

くりきた。はっきりと言えるのは、少なくとも

戦後の「東九条」と崇仁地区の社会の歴史を「行

政、社会運動、地域社会（住民）」に焦点をあて

ながら叙述しているということである。したがっ

て、在日朝鮮人集住地域や京都市における同和

地区の情報を得る必要のある人間にとっては、

それだけで読む価値があるといえる。その叙述

は、次のようなテーマ（目次）をもとに順次展

開されている。なお、第Ⅰ部は主に「東九条」、

第Ⅱ部は主に崇仁地区についてである。
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と構造――行政権力とコミュニティ

第Ⅱ部　行政権力の動態と住民主体の行方――

差別是正のパラドックスのなかで

第６章　同和行政における執行規準の発動メカ

ニズム

――行政権力による画一化と「逸脱」

第７章　拘束する制度と規範化――住宅地区改

良事業と隣保事業という重石

第８章　同和行政「廃止」のポリティクス

――「同和」（「隣保」）から「多文化共生」

へ

第９章　地域社会における住民主体の行方

――エリアマネジメントから大学移転

のまちづくりへ

終章　　地域社会の自立を描くエスノグラフィ

に向けて

　本書において、「住民運動と行政権力のエスノ

グラフィ」として最も興味深かったのは、第５

章（都市下層社会における住民主体の論理と構

造――行政権力とコミュニティ）と第９章（地

域社会における住民主体の行方――エリアマネ

ジメントから大学移転のまちづくりへ）であっ

た。それは、マイノリティ集住地域におけるま

ちづくりを促進する要因を示唆しているからで

ある。

　第５章では、マイノリティ集住地域（本章に

おいては在日朝鮮人集住地域）において、社会

問題を告発するアソシエーションがまちづくり

を促進する要因であることが示唆される。

　著者は、1960年代以降の「東九条」における

まちづくりを４期に区分している。それぞれの

時期に、まちづくりの興隆と衰退が見られるか

らである。そのサイクルを分析するなかで、著

者は前述の「社会問題を告発するアソシエーショ

ン」（この表現は評者による）に光をあてていく。

　著書は、「東九条」のまちづくりに取り組んで

きた主体を次の４つに分類している。「（a）は町

内会・自治会を中心としたリジッドな地域住民

組織、（b）は（a）に反発する地域青年層を中心

としたフラットで柔軟な自主的グループ、（c）

は（a）（b）との緊張と共同の関係にあるキリス

ト者、そして（d）は共産党を中心とする革新系

団体がある」（p.128）。評者が述べる「アソシエー

ション」は、（b）を指している。

　本章において（b）は、「東九条」に関する社

会問題を解決するためのアソシエーションとし

て描かれている。そして本章では、次に引用し

た文章から示されている行政（自治体＝本書に

おいては京都市）と住民の関係が、歴史的に詳

述されている。

　施策の展開という点では、開始→停滞→

再開というサイクルが繰り返されてきた。

そこからみえてくるのは、行政権力が施策

の展開を進めるうえで重視するのは（a）の

層であり、協議・パートナーシップ・参加

などのフレーズを通じて、まちづくりの主

体として位置づけ、施策を展開しようとし

てきたことである。その点は、時代によっ

て呼称に変更が加えられるが、基本的には

変わらない関係性である。しかし、この形

態では、組織の形式性や住民主体の力の発

揮という点に限界があり、その点を突き動

かしてきたのが、実質的には（b）に位置す

るグループであった。（b）のグループは非

常に柔軟で行政権力に対してはラディカル

な追及を通じて臨む傾向がある。その意味
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で、行政権力との協調を重視し過ぎること

は、施策の展開においても消極的な効果を

生み、緊張関係の維持と必要時には対立す

ることができる関係性が施策の展開におい

て さ え 有 意 義 で あ る こ と を 示 し て い る

（p.140）。

　本章では、（a）が行政に協調的である存在と

して捉えられており、だからこそ行政が（a）を

重宝するという論理展開になっている。そして、

（b）の役割を次のようにまとめている。

　行政との関係が協調的であり得るのは、

（a）と（c）に該当するグループである。し

かし、施策の停滞状況を打開してきたのは

（b）に当たるグループであった。ただ、（b）

が突破口の役割を果たしつつも、行政との

窓口は特に協調性を重視する（a）のグルー

プであり続けた。そのサイクルが、スラム

化が激しくなる1960年代後半から現代まで

続いている（p.140）。

　マイノリティの集住地域は、一般地域とは異

なり、差別を被ったがゆえの問題を抱えている

ことがある。たとえば（本書でも一部見られる

ような）、劣悪な住環境や一般地域からの交際の

忌避などである。同和対策事業などからもわか

るとおり、社会はそうした問題を解決する方向

で動いてきた。本章は、差別の解消に向けた行

為も含めて展開される地域のまちづくりを「社

会問題を告発するアソシエーション」が促進す

る可能性を示唆している。

　なお第１章～第４章は、この第５章で登場す

るアクター（住民団体、行政等）等の説明（存

在の来歴についての叙述）としても読める。

　次に、第９章（地域社会における住民主体の

行方――エリアマネジメントから大学移転のま

ちづくりへ）では、同和地区（崇仁地区）のま

ちづくりにおいて、住民と行政の交渉過程にお

ける住民による法／事実への主体的な解釈や、

まだ取り扱いの定まっていない領域＝「余地／

余白」の活用（この表現も評者による）が、ま

ちづくりを促進することを示唆している（以下、

その模様が展開されている部分を評者の言葉で

要約する）。

　戦後から同和対策事業を含むまちづくりが実

施されてきた崇仁地区において、2009年から新

しいまちづくりが模索されるようになった。他

の同和地区では完了している住居・住環境改善

の同和対策事業の早期完了を目指すことにとも

なって、そのことを含んだ新たなまちづくりの

デザインの検討が必要だと行政によって判断さ

れ、京都市によって設置された第三者機関がそ

の新たなまちづくりについての検討を開始した

からである。機関には、地区住民も参画していた。

　機関からは新たなまちづくりの方法として、

エリアマネジメントが提案された。著者はエリ

アマネジメントを「「地域における良好な環境や

地域の価値を維持・向上させるための、住民・

事業主・地権者等による主体的な取り組み」と

される」（p.233）と説明している。このエリアマ

ネジメントに関連して展開される住民の行為の

記述から、前述の住民による「余地／余白」の

活用を見て取れる。

　崇仁地区におけるエリアマネジメントを含む

新しいまちづくりの展望は、第三者機関による

新しいまちづくりの検討結果をまとめた報告書

に基づいている。報告書には、新しいまちづく

りについて崇仁地区の歴史（情報）を活用する

ことも提言されている。著者は、その提言が生
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まれた背景に、機関への住民によるアイデア（ま

ちづくりにおける歴史の重要性）の提供があっ

たとしている。そして機関は、エリアマネジメ

ントや地域の歴史を駆使したまちづくりを、行

政と住民がともに進めていくことを提言した。

　上記のように新しいまちづくりの骨格は見え

始めたのだが、第三者機関における議論ではエ

リアマネジメントの中身が「具体的にイメージ

されていなかった」（p.221）こともあり、提言が

出されて後しばらくは、行政も住民も戸惑って

いた。が、先に新しいまちづくりに着手したの

は住民の方であり、「エリアマネジメントの具体

像を少しずつ描き出して」（p.221）いった。

　かれらは行政も巻き込みながら、歴史とまち

づくりを掛け合わせた取り組み（まちづくりに

関するシンポジウムや崇仁地区に関する史料の

展示会など）を展開し、歴史の活用を基調にす

るとしたエリアマネジメントのかたちを、そう

した行為によって示していった。

　元々は、新しいまちづくりの工程において先

に事業に着手するのは、住民・行政の間におい

ては、行政だと認識されていた（p.220）。にもか

かわらず、住民は早期に活動を開始したのであっ

た。それによって上で見たように、崇仁地区に

おける「エリアマネジメント」の意味が埋めら

れることになった。とともに、そうした活動に

よって地区の未来像がより明確になっていき、

のちにある大学が崇仁地区へ移転してくること

が決定した際も、大学の移転と地区の発展が一

体となったまちづくりの構想を大学等に示せる

ことになった（p.227-8）。

　ここまで、まちづくりの展望、内容、実施に

おける未決定の部分に、住民が積極的に影響を

与えている様子を見てきた。その様が、評者が

述べる住民による「余地／余白」の活用である。

崇仁地区のまちづくりにおいては、住民の主体

性がそうしたかたちで発露していることが本章

から読み取れる。

　なお、こちらの章に関しても、第６章～第８

章までを本章に至るまでの歴史叙述としても位

置づけられる。

　次に、京都市の同和行政廃止に関する議論（主

に第７章・第８章）について、いくつかの疑問

を述べておきたい。

　京都市においては、必要性がなくなったとさ

れ、2009年に隣保事業（隣保館）が廃止された。

著者はその行為の妥当性に疑義を呈しつつ、次

のように述べている。

　部落解放を目的とした自主的な活動を促

進するセンターとしての隣保館というのは、

あくまで目指すべき方向性であるだろう。

（中略）しかし、そうであるならば行政から

完全に独立し自主運営のセンターに向かう

ことも考えられたのではないか。また、改

良住宅等で試みられているように民間（地

域）への払下げ等による地域ストック化が

検討されても良かった。つまり、内発性（横

軸）と民立性（縦軸）を同時に高めていく

方向性である。現在の住吉、西成などの民

設隣保館の建設といった事例を想定するこ

とができる。

　一方で、「単なる社会福祉事業施設ではな

い」と定義されているように、部落問題と

隣保館（事業）の結び付きは、地域福祉論

的要素を減じ、積極的な位置付けがなされ

ていない。「行政依存」というレトリックに

よってこれまでの蓄積が押し流されないた

めには、この点の理論武装と実践が必要で

あっただろう（p.195）。
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　ここでは、廃止された隣保事業の別様の展開

可能性が提示されている。たしかに、最初のパ

ラグラフにあるような展開を思考することはで

きるだろう。そこで評者が知りたいと思ったの

は、内発性や民立性の高まりを評価するという

スタンスは、どのような思想等から生じている

のかである。

　２つめのパラグラフに出てくるように、京都

市の隣保事業廃止には「過度なサービス等によっ

て住民に行政依存」が生じており、それが好ま

しくないという評価（言説）が大きな影響を与

えた。著者が「「行政依存」というレトリック」

と表現しているように、「住民」の実態を正確に

おさえてなされた評価ではなかった。この点に

ついては疑問はないのだが、その後の「これま

での蓄積が押し流されないため」という言葉に

ついて、押し流されるべきではない蓄積と著者

が評価するものは、いったいどのようなものだっ

たのかを知りたい。その点が明らかにされ、かつ、

その妥当性を示したのちに、隣保事業の擁護や

そのための「理論武装」の必要性についての議

論に正当性が生じるのではないかと思われるか

らである。

　上記のとおり、著者の主張の前提となってい

るものについて興味が導かれた。上にとりあげ

たような議論における結論の１つとして、著者

は次のように述べている。

　隣保館を再肯定するのであれば、それは、

かつてのように、公立で同和問題のみを扱

う、行政請負主義や特定の団体との利害関

係といったものに収斂するものであっては

ならない。つまり、「現代化」しなければな

らないわけだが、その参照点は、通時的・

共時的に見出せるだろうし、幾つもの課題

を検討しなければならない（p.204）。

　この文章からも著者のさまざまなものに対す

る評価が前提にされていることがつかめるが、

やはりその評価を導いている根拠が気になると

ころである。エスノグラフィと銘打たれた研究で

あるだけに、評価を導いている地域（／隣保事業）

等の実態／様態の教示も望んでしまう……

　なぜ、行政主導で同和問題のみを扱うのは評

価できないのだろうか。そうした展開は含まな

い「現代化」とは、いったいどのようなものを

指しているのだろうか。そして、これから課題

を検討しなければならないのであれば、なぜ今

ふれたような事柄についての判断を示せるのだ

ろうか。と、著者に聞いてみたいことが浮上する。

それらのことが明らかになってから、隣保館を

再肯定するか否かの議論をスタートさせること

ができるようにも思われる。ここで展開してい

る論点は、最初の疑問の部分で示した「主張の

前提となっているものについての興味」である。

　このような点に興味を抱いたのは、評者も著

者と同じように、ここ数年、京都市の同和地区

においてフィールドワークを展開し、本書の議

論と同様のことを考え続けたきたからでもある。

　評者は、京都市による隣保事業の廃止は、同

和問題そのものの解決という目的に照らしてな

されたのではなく、当時の京都市がおかれてい

た窮状から脱するための政治的な対応だったと

評価している。ここでその理由を詳述する余裕

はないため、先に述べたように、隣保事業の対

象となる地域住民の状況が十分に把握されてい

たわけではなかったり、同和問題の（全体的な）

中身およびそれと隣保事業の関係が明確にされ

ていなかったりするなかで廃止が導かれたとい

う事実を、さしあたりの理由として記しておき
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たい。

　このような状況からも、隣保事業に関する学

術研究に求められ続けているのは、同和問題に

まつわる諸々の言説の背後に存在している、同

和地区や隣保事業の現実を明らかにすることだ

と思われる。

　評者はフィールドワークにおいて、隣保事業

（隣保館）廃止後に転用されている現在の各同和

地区にある市民活動センターの指定管理者であ

る民間団体のいくつかが、同和地区固有の課題

（≒同和問題）を抱える住民を支援している現実

を目の当たりにしてきた。そうした現実認識も

含め、同和問題が解決したか否かは判然として

いないというのが評者の同和問題についての認

識的立場であり、固有のメカニズムで構成され

る同和問題を認識するためには、「同和問題」と

いう認識枠組みは、いまだに必要だと考えてい

る。

　先の、同和問題を抱える住民を支援している

団体は、その支援を自前で展開している。公的

な問題の解決が自前でよいのか。また、支援せ

ざるをえない状況におかれ、支援の主体として

主体化させられているということでもあるので

はないか。

　隣保事業の評価の前段にあるべき、現実につ

いての検討課題は少なくないと思われる。だか

らこそ、ここまで著者への疑問（／質問）を展

開した。

　最後に、本書には、マイノリティ集住地域に

おける住民運動／まちづくりについての興味深

い知見が他にもあることを報告して、本稿を終

えたい。
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